
一般国道９号（下関市長府外浦～みもすそ川地内）の
通行止め解除（下り線）について

・一般国道９号下関市長府外浦～みもすそ川地内における、下り線通行止め
について、越波が解消し、現地点検の結果異常が無いことを確認したため、
令和２年９月７日７時００分に通行規制を解除しましたのでお知らせしま
す。

・なお、今後も台風１０号の影響により交通規制を実施する場合があります
ので、最新の気象情報と交通状況をご確認いただき、不要不急のお出かけ
はお控えいただきますよう、よろしくお願いいたします。
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■問い合わせ先
国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所

副所長 西岡 寿雄

（担当） 道路管理第二課長 栗原 高己
電話番号 （０８３５）２２－１７８５（代表）

広報担当 計画課長 和田 康正
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わだ やすまさ

山口河川国道事務所ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/

令和２年 ９月 ７日国土交通省中国地方整備局

山口河川国道事務所

台風１０号関連情報



別紙－１

出典：国土地理院（電子国土web）

一般国道９号（下関市長府外浦～みもすそ川地内）の通行止め解除

路 線 名：一般国道９号
規 制 箇 所：山口県下関市長府外浦～みもすそ川地内
規 制 内 容：下り線通行止め 解除
解 除 理 由：越波が解消し、現地点検の結果通行可能であることが確認できたため。
解 除 日 時：令和２年 ９月７日 ７時００分

下り線通行止め 解除

通行止め【下り線】 解除
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